
「区域界の内にある農業地区域、甲種農地及び第１種農地は、区域から除く。」

区域界

凡　　　　　例

区 域 図
区域の名称 特別指定区域の名称

　旧県条例別表第３の７の項に規定する工場（既存工場の用途変更区域）

　旧県条例別表第３の９の項に規定する建築物（資材置き場等の建築物）
池ノ内南地区

限定しようとする用途
（旧条例別表第３の７項のみ）

建築基準法別表２（ぬ）項第一号及び第三号（１３）
並びに（１３の２）に掲げるもの以外の工場


